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巻頭言 共同参画に寄せて

Foreword

ジャーナリスト、
前千葉県知事、
元参議院議員
堂本 暁子

　3.11直後に福島県の避難所を訪れた時のことである。男性のリーダーは
「仲良くやってますよ」と自信満々だったが、その言葉と裏腹に女性たちは
「着替えるにも、洗濯物を干すにも場所がない」と訴えた。常日頃からの男
性と女性の感覚のずれが顕在化し、性別役割分担が強まってさえいた。
　復興にあたっても、誰もが暮らしやすい地域社会を目指すのであれば、子
育て、健康、福祉、教育、環境などの視点を踏まえた計画を策定すべきであ
り、その際、もっとも生活の場に近い女性の参画は不可欠である。意思決定
の場で女性が果たす役割は限りなく大きい。
　国際的には、性別、年齢、障害の有無など、社会的差別や格差を解消する
ことによって、災害に強い地域社会を作る考え方、つまり「災害リスクの削
減」が主流である。関東地方で今後懸念される地震を始め、自然災害に早急
に備えるべきことが国策として求められている。それは急ぎ男女共同参画社
会を実現することに他ならない。それが災害に強い国づくりへの道であると
確信する。Domoto Akiko

主な予定
Schedule

9月29日 男女共同参画宣言都市奨励事業（山口県山陽小野田市）

10月19日 男女共同参画フォーラム（長野県）

10月25日 男女共同参画フォーラム（愛媛県）

11月10日 男女共同参画フォーラム（神奈川県）

11月12日～25日 女性に対する暴力をなくす運動（主唱：男女共同参画推進本部）
（11月25日　女性に対する暴力撤廃国際日）

11月17日 男女共同参画宣言都市奨励事業（福井県坂井市）

11月18日 男女共同参画宣言都市奨励事業（茨城県土浦市）
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男女共同参画の
視点からの防災・復興
―平成24年版男女共同参画白書の公表―

内閣府男女共同参画局

1．はじめに
　本年6月19日に、平成24年版男女
共同参画白書を公表しました。
　男女共同参画白書は、男女共同参
画社会基本法に基づいて毎年国会に
提出するもので、今年で13回目にな
ります。
　平成23年3月11日の東日本大震災
では、被災者の状況やその後の対
応・取組において、男女共同参画の
視点からも様々な課題が明らかとな
りました。今年の白書では、「男女
共同参画の視点からの防災・復興」
を特集のテーマに取り上げ、震災時
の状況及び国等の対応について、男
女共同参画の視点から検証を行い、
今後に向けての教訓を明らかにしま
した。

2．被災者の状況
【東日本大震災における死者】
　被害が大きかった岩手県、宮城県

及び福島県における死者は、女性
8,363人、男性7,360人、性別不詳63
人となっており、女性が男性より
1,000人程度多くなっています。こ
の差は、ほとんどが70歳以上の死者
数の差によるもので、高齢者で男女
の死者数の差が大きくなっています
（第1図）。
【避難所の状況】
　内閣府では、平成23年11月から24
年3月にかけ、被災地及び被災地を
支援した地方公共団体、民間団体等
を対象に、「男女共同参画の視点に
よる震災対応状況調査」を実施しま
した。同調査では、避難所運営の責
任者に女性が加わっていないことか
ら、（ア）女性の要望や意見が重視
されない傾向にあったこと、（イ）
女性用の物資が不足していても女性
が要望することを躊躇する傾向にあ
ったことなどが報告されました。
【応急仮設住宅の状況】
　仮設住宅は、砂利道や玄関・風呂

の段差等があり、バリアフリー化さ
れていないことから、高齢者、障害
者等にとって生活上の困難があった
ほか、前出の内閣府の調査では、
（ア）仮設住宅の責任者の多くが男
性で、女性が主体的にコミュニティ
運営に関わっている例が少ない、
（イ）仮設住宅内に乳幼児や学童が
安心して過ごせる場所が不足してい
る、（ウ）集会所等での集まりに男
性の参加が少なく、孤立化の懸念が
あることなどが報告されました。
【人口移動の状況】
　平成23年における福島県の転入・
転出者数（都道府県間の移動者数）
は、全年齢区分で転出超過となって
おり、中でも0～14歳は前年に比べ
て大幅な増加となっています。男女
別に見ると、0～14歳では男女の差
がそれほど大きくないのに対し、そ
の親世代の中心となる25～44歳の転
出超過数は、女性が男性を大きく上
回っています（第2図）。
【雇用の状況】
　岩手県、宮城県及び福島県におけ
る有効求職者数（平成24年2月）は、
前年同月と比較すると、女性は10.8
％増に対し、男性は2.4％減となっ
ています。
　雇用保険受給者実人員（平成24年
2月）は、女性3万4,256人、男性2万
4,060人で、男性は前年同月の約1.7
倍であるのに対し、女性は約2.3倍
で、男性に比べて女性の増加率が高
く、女性の方がより厳しい雇用状況
となっています（第3表）。
　沿岸部のハローワークでは、女性
の求職者数が比較的多い食料品製造
の職業では、有効求人倍率は低くな
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第1図　東日本大震災の男女別・年齢階層別死者数（岩手県・宮城県・福島県）

（備考） 1．警察庁「東北地方太平洋沖地震による死者の死因等について【23.3.11～24.3.11】」より作成。
2．性別不詳、年齢不詳は除く。
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内閣府男女共同参画局では、本年6月19日（火）に、平成24年版男女共
同参画白書を公表しました。今回は、特集「男女共同参画の視点から
の防災・復興」のポイントをご紹介します。

っています。一方、建設・土木の職
業等では有効求人数が有効求職者数
を上回っていますが、女性の求職者
が極めて少ないなど、女性の被災者
の希望する仕事と求人の多い仕事と
にミスマッチが見られます（第4

図）。
【心の健康の状況】
　被災者の健康状態について、厚生
労働省研究班が「東日本大震災被災
者の健康状態等に関する調査研究」
として、岩手県陸前高田市及び宮城

県石巻市の住民を対象に調査を行い
ました。
　同調査について、男女別で集計し
たところ、震災前後の成人の飲酒量
の変化は、全体として変化のない者
が多くなっていますが、陸前高田

（人）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以
上 歳

平成 年

平成 年

第2図　福島県の転入・転出（都道府県間）の状況

福島県の年齢5歳階級別転入・転出超過数（平成22年、平成23年）

（人）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以
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福島県の男女、年齢5歳階級別転入・転出超過数（平成23年）

（備考）1．総務省「住民基本台帳人口移動報告平成23年結果－全国結果と岩手県、宮城県及び福島県の人口移動の状況－」より作成。
2．平成23年には、震災発生前の数値が含まれている。
3．都道府県をまたいで市区町村間で住所を移し、転入の届出を行った者の数。なお、住民基本台帳人口移動報告には、避難先市区町村に転入届を提出していな
い人は含まれない一方、震災を直接の原因としない移動（進学や就職等に伴うもの）も含まれている。

4．「転入・転出超過数」=「他都道府県からの転入者数」－「他都道府県への転出者数」

平成23年5月 8月 11月 24年2月

有効求職者数
（上段：人、下段：％）

女性 92,292
（22.4）

80,452
（19.7）

73,926
（13.9）

72,725
（10.8）

男性 83,090
（6.1）

69,783
（0.5）

62,504
（－1.3）

61,038
（－2.4）

雇用保険受給者実人員
（上段：人、下段：％）

女性
39,721
（120.4）
約2.2倍

43,722
（119.3）
約2.2倍

37,601
（124.8）
約2.2倍

34,256
（126.6）
約2.3倍

男性
33,516
（80.8）
約1.8倍

31,990
（68.3）
約1.7倍

26,631
（67.8）
約1.7倍

24,060
（65.8）
約1.7倍

（備考）1．厚生労働省「被災3県の現在の雇用状況（月次）（男女別）」より作成。
2．下段の（　）内は、対前年同月増減率（％）。
3．有効求職者数は全て原数値である。
4．雇用保険受給者実人員には、個別延長給付、特例延長給付、広域延長給付を含む。
5．雇用保険の数値は自発的失業や定年退職、その他特例（休業、一時離職）対象分も含む。

第3表　岩手県・宮城県・福島県の雇用動向（男女別）
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市、石巻市共に、飲酒量が増加して
いる者は、女性が3％台であるのに
対し、男性では約7～12％と高くな
っています（第5図）。
　また、睡眠障害が強く疑われる者
は、陸前高田市では、女性44.4％、
男性27.7％、石巻市では、女性50.2
％、男性32.4％となっています（第
6図）。
　さらに、こころの状態（心の元気
さ）を測る指標の点数分布を見る
と、個別の対応が必要とされる13点
以上の重症群は、陸前高田市では、
女性7.0％、男性3.3％、石巻市で
は、女性8.4％、男性6.0％となって
います（第7図）。
　震災による健康への影響は、睡眠
障害、心の元気さ共に、男性よりも
女性でより強い影響が見られます。
【犯罪被害・暴力被害等の状況】
　岩手県、宮城県及び福島県におけ
る刑法犯の認知件数（平成23年度）
は、各県共に前年度から約14～20％
減少しており、全国よりも被災3県
の減少率が高くなっています。性犯
罪についても、強姦、強制わいせつ
の認知件数は、おおむね前年度に比
べて減少しています。
　一方で、内閣府が地方公共団体及
び民間団体と協働し、全国の相談員
の協力を得て、電話や面接により行
っている東日本大震災による女性の
様々な不安や悩み、女性に対する暴
力に関する相談事業には、「配偶者
のアルコール依存が進み暴力がひど
くなった」、「自宅が全壊して移り住
んだ環境に配偶者がなじめず、イラ
イラして当たり散らされる」、「震災
で住まいと仕事を失い、別居してい
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（備考）1．厚生労働省「被災3県の現在の雇用状況（月次）（男女別）」（平成24年1月）より作成。
2．求人申告書における「性別」欄はないため、有効求人数の男女別はない。
3．「福祉関連の職業」は、他の職業区分の中から、「福祉関連」の職業を足し上げたもの。

第4図　ハローワーク別の有効求人数・有効求職者数（平成24年1月）

第5図　飲酒量が増加した人の割合（陸前高田市、石巻市）（男女別）

（備考）1． 厚生労働科学研究「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」研究班（研究代表者：林  
謙治国立保健医療科学院長）資料より作成。

2．東日本大震災の被災者を対象に、健康状態について長期間追跡調査を行うもので、健康診査を受
診し、アンケート調査に回答した18歳以上の人（ただし、飲酒量に関する設問は20歳以上）が集
計対象である。

3．震災前と震災後の1週間当たりの飲酒量を尋ね、震災前に比べて飲酒量が増えた人の割合である。
4．岩手県陸前高田市は、研究分担者である岩手県医科大学坂田清美教授による男女別集計結果より
作成。調査時期は平成23年10～12月。

5．宮城県石巻市（雄勝地区・牡鹿地区）は、研究分担者である東北大学辻一郎教授による男女別集
計結果より作成。調査時期は平成23年6～8月。
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た配偶者と同居したが暴力に耐えら
れない」、「震災後に元交際相手が支
援物資を持って駆け付けてくれ、心
細さからよりを戻したが、暴力がひ
どくなり怖い」などの相談も寄せら
れています。

3．復興に関する施策
【復興の基本的枠組み】
　平成23年6月に成立した東日本大
震災復興基本法には、基本理念とし
て、「被災地域の住民の意向が尊重
され、あわせて女性、子ども、障害
者等を含めた多様な国民の意見が反
映されるべきこと」が掲げられてい
ます。
　また東日本大震災復興対策本部が
同年7月に策定した「東日本大震災
からの復興の基本方針」には、基本
的考え方として、「男女共同参画の
観点から、復興のあらゆる場・組織
に、女性の参画を促進する」ことが
明記され、復興施策に男女共同参
画、特に女性の視点を反映すること
が記載されました。
　復興に係る意思決定の場での女性
の参画状況を見ると、有識者から成
る東日本大震災復興構想会議は15人
中1人、同会議の下に置かれた東日
本大震災復興構想会議検討部会は19
人中2人が女性委員でしたが、平成
24年2月の復興庁の発足に伴い新設
された復興推進委員会では、15人中
4人が女性委員となっています。
【地方公共団体における復興への取
組】
　被災沿岸市町村のうち、国の職員
が赴き復興計画策定を技術的に支援
した43市町村について調査したとこ
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第7図　こころの状態（陸前高田市、石巻市）（男女別）
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岩手県陸前高田市

宮城県石巻市
（雄勝地区・牡鹿地区）

（%）

第6図　睡眠に関する状態（陸前高田市、石巻市）（男女別）

（備考）1． 厚生労働科学研究「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」研究班（研究代表者：林 謙
治国立保健医療科学院長）資料より作成。

2．WHO（世界保健機関）が中心となって設立した「睡眠と健康に関するプロジェクト」が作成した
不眠症判定法（アテネ不眠尺度）に基づき調査した結果。回答者は、睡眠に関する8つの問につい
て過去１か月間の状況に基づいて回答し、その合計点数によって不眠症の度合いを判断する（0～
3点：不眠症の疑いなし、4～5点：不眠症の疑いが少しある、6点以上：不眠症の疑い）。

（備考）1． 厚生労働科学研究「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」研究班（研究代表者：林 謙
治国立保健医療科学院長）資料より作成。

2．米国のKesslerらによって、うつ病・不安障害等の精神疾患をスクリーニングすることを目的とし
て開発された「K6」という尺度を用いて調査した結果。心理的ストレスを含む何らかの精神的な
問題の程度を表す指標として広く利用されている。回答者は、6つの問に回答し、その合計点数に
よってこころの状態を判断する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があると
されている。
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男女共同参画の視点からの防災・復興
―平成24年版男女共同参画白書の公表―

ろ、平成24年4月現在、復興計画の
策定に当たり外部有識者を含めた委
員会等を設置している38市町村の委
員会における女性委員は、751人中
84人（11.2％）となっています。こ
のうち9市町村では、女性委員がゼ
ロです。
　地方公共団体が策定した復興計画
には、男女共同参画の視点を取り入
れているものも見られます。
【被災地における女性の就業・起業
等の支援】
　被災した地方公共団体の多くで、
震災前から、高齢化や人口減少が進
んでいます。地域における暮らしの
再生に当たっては、少子高齢化社会
のモデルとして、新しい形の地域の
支え合いとともに、女性がその能力
を十分に発揮して経済社会に参画す
ることが重要です。
　被災地では、避難所の炊き出しの
ボランティアとしての活動がきっか
けとなり、弁当製造販売事業やコミ
ュニティ・カフェ等の新しい事業が
生まれています。
　各府省においても、被災地におけ
る女性の就業・起業等を支援する取
組が実施されています。

4 ．東日本大震災の教訓を未
来へ

【中央防災会議等の動き】
　中央防災会議では、平成23年12
月に「防災基本計画」を修正し、避
難場所の運営における女性の参画を
推進するとともに、女性や子育て家
庭のニーズに配慮した避難場所の運
営に努めること、仮設住宅の運営管
理において女性の参画を推進し、女

都道府県 委員総数
（人）

うち女性の委員数
（人）

女性割合
（％）

（参考）
前年の女性割合（％）

北 海 道 58 4 6.9％ 5.2％
青 森 県 49 4 8.2％ 4.1％
岩 手 県 57 1 1.8％ 1.8％
宮 城 県 49 1 2.0％ 2.1％
秋 田 県 54 2 3.7％ 5.8％
山 形 県 50 2 4.0％ 4.0％
福 島 県 49 3 6.1％ 8.2％
茨 城 県 45 1 2.2％ 2.2％
栃 木 県 49 2 4.1％ 2.0％
群 馬 県 42 1 2.4％ 2.4％
埼 玉 県 63 3 4.8％ 3.3％
千 葉 県 54 1 1.9％ 1.9％
東 京 都 62 0 0.0％ 0.0％
神 奈 川 県 49 5 10.2％ 0.0％
新 潟 県 58 4 6.9％ 6.9％
富 山 県 56 4 7.1％ 7.4％
石 川 県 60 2 3.3％ 3.3％
福 井 県 55 1 1.8％ 0.0％
山 梨 県 55 1 1.8％ 1.9％
長 野 県 57 1 1.8％ 0.0％
岐 阜 県 51 3 5.9％ 4.0％
静 岡 県 48 2 4.2％ 2.0％
愛 知 県 66 0 0.0％ 0.0％
三 重 県 48 1 2.1％ 6.5％
滋 賀 県 51 1 2.0％ 2.0％
京 都 府 59 3 5.1％ 5.2％
大 阪 府 53 1 1.9％ 0.0％
兵 庫 県 49 3 6.1％ 0.0％
奈 良 県 53 4 7.5％ 1.9％
和 歌 山 県 48 0 0.0％ 0.0％
鳥 取 県 54 9 16.7％ 16.7％
島 根 県 59 8 13.6％ 8.5％
岡 山 県 48 3 6.3％ 2.2％
広 島 県 55 0 0.0％ 0.0％
山 口 県 57 1 1.8％ 3.5％
徳 島 県 53 10 18.9％ 20.0％
香 川 県 50 4 8.0％ 8.2％
愛 媛 県 44 0 0.0％ 2.3％
高 知 県 52 3 5.8％ 0.0％
福 岡 県 48 0 0.0％ 0.0％
佐 賀 県 52 3 5.8％ 3.9％
長 崎 県 66 3 4.5％ 4.7％
熊 本 県 56 1 1.8％ 1.9％
大 分 県 44 2 4.5％ 6.8％
宮 崎 県 45 1 2.2％ 2.3％
鹿 児 島 県 56 1 1.8％ 1.8％
沖 縄 県 50 3 6.0％ 0.0％
合 計 2,486 113 4.5％ 3.5％

（備考）1．内閣府男女共同参画局資料より作成。
2．平成24年4月現在。

第8表　地方防災会議の委員に占める女性の割合
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男女共同参画の視点からの防災・復興
―平成24年版男女共同参画白書の公表―

性を始めとする生活者の意見を反映
できるよう配慮することなどをより
具体的に盛り込みました。
　災害対策基本法に基づき、地方公
共団体が設置する地方防災会議にお
ける女性委員の割合は、平成24年4
月現在で、都道府県では4.5％（前
年3.5％）となっています。前年の
状況と比べると、女性委員がゼロの
都道府県は、12都府県から6都県に
減少しました（第8表）。
　第180回国会に提出され、平成24
年6月20日に成立した「災害対策基
本法の一部を改正する法律」におい
ては、地域防災計画に多様な主体の
意見を反映させる観点から、地方防
災会議の委員について自主防災組織
を構成する者又は学識経験のある者
のうちから知事等が任命できるもの
とされています。
【多様な主体の連携による支援】
　今回の震災では、国・地方公共団
体、男女共同参画センター、大学、
NPO、NGO、地縁団体、企業等の
多様な主体が連携した支援が顕著な
特徴として挙げられます。
　地域における男女共同参画推進の
重要な拠点である男女共同参画セン
ターは、日頃から情報提供、広報・
啓発事業、相談事業等を通じて、地
域に根ざした活動を行う様々な団体
との連携体制が整っている利点をい
かして、災害時においても、これら
の団体が行う支援活動の中核や結節
点となりました。
【男女共同参画社会の実現と防災・
復興】
　これまで見てきたとおり、女性
は、男性に比べて、総じて災害の影

響を受けやすいことが見て取れる一
方、日頃から地域社会との関わりが
少なくなりがちな男性には仮設住宅
における孤立化が懸念されるなど、
復旧・復興プロセスにおいて男女の
ニーズの違いに配慮が必要となって
います。
　他方で、救出・救助、被災者支援、
復旧・復興、防災といった局面で、
女性がその担い手として活躍してい
るにもかかわらず、国・地方公共団
体いずれも防災や復興に係る政策・
方針決定過程への女性の参画は、こ
の一年でそれなりに改善の動きは見
られるものの、なお今後の課題とな
っています。
　東日本大震災の教訓からは、災害
対応における男女共同参画の視点が
重要であること、多様な主体による
円滑な災害対応のためには、国・地
方公共団体、男女共同参画センター、
大学、NPO、NGO、地縁団体、企
業等の日頃からの連携が重要である
こと、また、防災・復興における政
策・方針決定過程への女性の参画が
必要不可欠であることが改めて明ら
かとなりました。
　男性に比べて災害時に負の影響を
受けやすい女性は決して守られるだ
けの存在ではなく、平時から男性と
ともに災害への備えに主体的に取り
組むべき存在でもあります。
　声を出しにくい人々、あるいは声
を出してもその声が届きにくい人々
に配慮し、誰をも排除しない包摂型
の社会づくりを行っていくことは、
災害による影響を受けやすい脆弱な
人々の社会的排除（地域社会で人間
関係を保てずに孤立したり、必要な

サービスを享受できなかったりする
状態）のリスクを低減することにつ
ながります。この視点は、被災地あ
るいは災害発生時に限られることで
はなく、社会全体の在り方に関わる
こととして日頃から必要とされるも
のです。男女共同参画社会の実現
は、災害に強い社会づくりでもあり
ます。

※ 詳しくは、内閣府ホームページを
ご覧ください。
　http ://www.gender .go . jp/
whitepaper/whitepaper - index.html

福島県における女性の
ための電話相談
　「女性のための電話相談・ふ
くしま」に寄せられる相談に
は、県外避難や家族離散による
二重生活の長期化によっての不
安や、家族との関係についての
訴えも多くなっています。「慣
れない土地で子育てを一身に背
負っているが、そのつらさを単
身で地元に残り仕事をしている
夫に話すと、互いのストレスを
ぶつけあってけんかになってし
まう」、「親世代と放射性物質に
対する見解が異なりぶつかって
しまう」などの相談が寄せられ
ています。
　県外からの相談が全体の22.5
％となっており、電話相談の窓
口は、「苦労が分かり合える福
島の人と話したい」という県外
避難者の相談の受け皿にもなっ
ています。

コラム
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■とてもそう思う

収入がない（n＝141）

100万円未満（n＝193）

100万円～200万円未満（n＝227）

200万円～300万円未満（n＝389）

300万円～400万円未満（n＝523）

400万円～500万円未満（n＝417）

500万円～600万円未満（n＝295）

600万円～800万円未満（n＝381）

800万円～1,000万円未満（n＝181）

1,000万円以上（n＝118）

■ややそう思う ■どちらともいえない ■あまりそう思わない ■そう思わない

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

21.321.3
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1.81.8
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4.44.4

5.15.1
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6.7

5.7
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6.0

8.1

3.4

3.1

2.8

「家族のために、仕事は継続しなければいけない」と回答した男性は全体の8割弱

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■とてもそう思う ■ややそう思う ■どちらともいえない ■あまりそう思わない ■そう思わない

20歳代（n＝360）
30歳代（n＝180）
40歳代（n＝180）
50歳代（n＝120）
60歳代（n＝120）
未婚合計（n＝960）

未婚

20歳代（n＝240）
30歳代（n＝420）
40歳代（n＝420）
50歳代（n＝480）
60歳代（n＝480）

既婚合計（n＝2,040）

合計（n＝3,000）

既婚

38.938.9

22.222.2
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23.323.3
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18.3

28.3
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20.0

23.2

38.938.9

44.444.4
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19.6
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2.3

2.3
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0.4
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0.8

2.21.2

1.5

男性の回答 　（結婚したら）家族のために、仕事は継続しなければいけない

「夫は家族のために、仕事は継続しなければいけない」と回答した女性は全体の8割
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50.450.4

44.344.3
44.844.8

38.538.5

36.736.7

42.042.0

39.339.3

10.8

13.6
18.6

13.5

14.2

14.4

17.3

35.835.8

41.041.0
35.235.2

45.045.0

45.845.8

41.341.3

40.940.9

0.7

0.7

2.5

2.9

1.8

2.1

0.5

0.7

0.4

0.5

2.0 0.6

0.4

20歳代（n＝360）
30歳代（n＝180）
40歳代（n＝180）
50歳代（n＝120）
60歳代（n＝120）
未婚合計（n＝960）

未婚

20歳代（n＝240）
30歳代（n＝420）
40歳代（n＝420）
50歳代（n＝480）
60歳代（n＝480）

既婚合計（n＝2,040）

合計（n＝3,000）

既婚

女性の回答 　（結婚したら）夫は家族のために、仕事は継続しなければいけない

男性の回答 　妻や恋人にはできれば自分の意見に従ってもらいたい（男性の収入別）

図1

図2

図3

T O P I C S Part 1

行政施策トピックス

　平成24年4月27日に、「男性にとっての
男女共同参画」に関する意識調査報告書
を公表しました。調査の目的は、男性自
身の男性に関する固定的な性別役割分担
意識についての調査研究を行い、男性に
とっての男女共同参画を効果的に推進す
るための方策を検討することです。結果
の概要を簡潔にご紹介します。
※ 本調査は、内閣府が、日本PMIコンサ
ルティング株式会社に委託して実施し
ました。調査手法は主にインターネッ
ト調査によります。
• 男性3000人　平成23年11月28日（月）
～11月30日（水）
• 女性3000人（補足的に実施）
　平成24年1月20日（金）～1月23日（月）

1 ．男性の役割分担意識に関連
する「5つの志向性」について

主導権役割志向
　男女の関係性において重要事項を決め
るのは自分であるという志向性
経済的役割志向
　家族を経済的に支えるのは自分で、妻
が働くことは期待しない志向性
社会的役割志向
　仕事の業績を評価されたい、社会的に
活躍したいという志向性
私的感情の抑制志向
　悩み相談や弱音などプライベート感情
を見せない志向性
日常生活依存志向
　家事など生活全般を妻に依存し、自分
がやることを避ける志向性

「男性にとっての男女共同参画」に
関する意識調査報告書について

内閣府男女共同参画局推進課
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60歳代既婚女性の7割が「夫には仕事で業績を上げ、評価されてほしい」と回答
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20歳代（n＝360）
30歳代（n＝180）
40歳代（n＝180）
50歳代（n＝120）
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■とてもそう思う ■ややそう思う ■どちらともいえない ■あまりそう思わない ■そう思わない

未婚

既婚

女性の回答 　夫には仕事で業績を上げ、評価されてほしい

■よくあった ■少しあった ■全くなかった（何もやる気がしないと感じたこと）
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夫婦の会話の頻度と何もやる気がしないと感じたこととの関連

60歳代既婚男性の4割半ばが「仕事で業績を上げ評価されたい」と回答
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未婚
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男性の回答 　仕事で業績を上げ評価されたい

図4

図6

図5

T O P I C S Part 1

行政施策トピックス

2 ．男女のギャップなどから見る
「志向性の度合い」について

　収入が高いほど、妻や恋人に従って
もらいたい　－主導権役割志向－
　「妻や恋人には自分の意見に従っても
らいたい」と回答した男性は全体の3割
強に上るほか、男性の収入が高いと、肯
定する者が増加します。（図1）
　「男性は家族のために仕事」は
男性も女性も肯定　－経済的役割志向－
　「家族のために仕事は継続しなければ
ならない」と回答した男性は全体の8割
弱に上ります。同様の役割を男性に期待
する女性も全体の8割に上ります。（図2、
図3）
　「仕事で評価されてほしい」と
期待し続ける妻　－社会的役割志向－
　「仕事で業績を上げ評価されたい」と
回答した男性は全体の6割強でした。女
性では7割強が夫に同様の期待を持って
います。年代が高くなると肯定する男性
は減少しますが、女性ではあまり減少せ
ず、男女の意識ギャップが見られます。
（図4、図5）

3 ．日常生活の意識・行動と男
性の役割分担意識に関連する
「5つの志向性」

　夫婦の会話の頻度との関連性
　夫婦の会話の頻度が高い場合は、「何
もやる気がしない」と感じることが少な
い結果となっています。（図6）

○ 調査報告書についてはこちらを
　ご覧下さい
 　 http://www.gender.go.jp/research/
dansei_ishiki/index.html
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T O P I C S Part 2

行政施策トピックス

「男女間における暴力に関する
調査（平成23年度調査）」について

内閣府男女共同参画局推進課

　内閣府では、男女間における暴力に関
する実態を把握するため、3年毎に調査
を実施しています。今回の調査では、平
成23年11月～12月にかけ、全国20歳以上
の男女5,000人を対象に無作為抽出によ
るアンケート調査を実施しました。
3,293人（女性1,751人、男性1,542人）か
ら回答がありました。
　今回の調査と前回（平成20年度）の調
査を比較してみると、配偶者からの暴力
を受けたことが「何度もあった」と回答
した人が、前回の調査では女性10.8％、
男性2.9％、今回の調査では女性10.6％、
男性3.3％となっており、被害状況に大
きな変化は見られず、依然として被害が
深刻な実態にあることが確認されまし
た。
　調査結果の概要は次のとおりです。調
査結果の全文は、男女共同参画局ホーム
ページ（http://www.gender.go.jp/e-vaw/
chousa/h24_boryoku_cyousa.html）でご
覧になれます。

1．配偶者からの被害経験
• 女性の10.6％、男性の3.3％が何度も被
害を受けている
• 被害を受けた女性の41.4％はどこにも
相談していない
● 配偶者（事実婚や別居中の夫婦も含
む）から、「なぐったり、けったり、
物を投げつけたり、突き飛ばしたりす
るなどの身体に対する暴行を受けた
（以下、“身体的暴行”）」、「人格を否定
するような暴言や交友関係を細かく監
視するなどの精神的な嫌がらせを受け
た、あるいは、自分もしくは自分の家
族に危害が加えられるのではないかと
恐怖を感じるような脅迫を受けた（以
下、“心理的攻撃”）」、「いやがってい

るのに性的な行為を強要された（以
下、“性的強要”）」のいずれかの被害
を受けたことがある人は、女性32.9
％、男性18.3％となっている。（図1）
● “身体的暴行”“心理的攻撃”“性的強
要”のいずれかの被害を「何度もあっ
た」という人は、女性10.6％、男性3.3
％となっている。
● 過去5年間に被害を受けた人の、被害
の相談の有無をみると、「だれにも（ど
こにも）相談しなかった」が女性41.4
％、男性76.1％となっている。

2 ．交際相手からの被害経験
•女性の13.7％、男性の5.8％に被害経験
● 10歳代から20歳代のときの交際相手
（後に配偶者となった相手以外。以下、
「交際相手」）から、“身体的暴行”“心理
的攻撃”“性的強要”のいずれかの被
害を受けたことがある人は、女性13.7
％、男性5.8％となっている。（図2）
● 交際相手から被害があった人の、被害
の相談の有無をみると、「だれにも（ど
こにも）相談しなかった」が女性34.2
％、男性66.7％となっている。
● 交際相手からの被害による生活上の変
化について、女性が生活上の変化を受
けることが多く、55.5％に生活上の変
化があった。

3 ．異性から無理やりに性交さ
れた経験（女性のみ）

•被害経験は7.7％
● これまでに異性から無理やりに性交さ
れた経験を聞いたところ、「1回あっ
た」が4.1％、「2回以上あった」が3.5
％で、被害経験のある人は7.7％とな
っている。（図3）
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

ｎ

女（1,403人）

男（1,195人）

あった（計）

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 あった（計）
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（図1）配偶者からの被害経験

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

１回あった
２回以上あった まったくない 無回答
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3.54.1
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（図3）異性から無理やりに性交された経験（女性のみ）
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あった（計） なかった 無回答
ｎ

女（1,064人）
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0.9

0.8

13.7 85.3

93.45.8

（図2）交際相手からの被害経験

T O P I C S Part 2

行政施策トピックス

● 異性から無理やりに性交されたことが
あった人に、加害者との面識の有無を
聞いたところ、「よく知っている人」
が61.9％、「顔見知り程度の人」が14.9
％で、面識のあった人は76.9％となっ

ている。
● 異性から無理やりに性交されたことが
あった人の、被害の相談の有無をみる
と、「だれにも（どこにも）相談しな
かった」が67.9％となっている。
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あつみ・なおき／東京大学法学部卒業。複数のシンクタンクを経て、2009年東レ経営研究所
入社。内閣府『「企業参加型子育て支援サービスに関する調査研究」研究会』委員長、『子ども
若者育成・子育て支援功労者表彰（内閣総理大臣表彰）』選考委員会委員、男女共同参画会議  
専門委員、厚生労働省『イクメンプロジェクト』『政策評価に関する有識者会議』委員等の公
職を歴任。

Atsumi Naoki

連載／その1

株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ＆
ワークライフバランス研究部長 渥美 由喜
地域戦略としてのダイバーシティ③　多様性の受け止め方Part2

家庭リスクに鈍感な人は、
地域人に

　ダイバーシティやWLBは自分には関
係がない、と傍観者・部外者の立場に立
つ人は多い。特に、男性の多くはそうな
りやすい。いじめ問題の解決と同様、い
じめっ子や敵対者への働きかけのみなら
ず、大多数の傍観者・部外者に働きかけ
ることが大切だ。
　ここ数年、介護を切り口にWLBへの
意識啓発を図る企業が増えている一つの
理由は、誰もが潜在的にリスクを抱えて
いる介護をテーマにすると当事者意識を
持ちやすいからだ。
　しかし、家庭生活のリスクに鈍感な人
たちもいる。介護は妻が、姉妹がやって
くれると安易に思い込んでいる人たちも
いる。こういうタイプには趣味を使うと
いい。
　以前、筆者がお手伝いをしたA社のケ
ース。元国営企業グループで、民営化前
に入社した中高年男性を中心に、仕事は
そこそこで、生活を重んじる「ヌクヌク
社員」と日中の生産性が低く、5時から
社員とやゆされる「偽装バリバリ社員」
が幅を利かせていた。
　WLBの抵抗勢力が多いと嘆く担当者
に対して筆者は、「逆手にとって、社内
で『ライフの達人コンテスト』を開催し
たら」と勧めた。そして、発掘した達人
たちが主宰するサークル活動を奨励し
た。英語講座などを差し置いて社内で一
番人気となったのは、「そば打ち」サー
クル。
　それまでノー残業デーに、「早く帰っ
ても家でやることがない」とブーブー文
句を言ったり、職場にダラダラと残って

いた中高年の男性社員たちが、「今日は
そば打ちの日だ」と朝からソワソワ。早
く仕事を片付けるようになるなど、成果
が上がった（注1）。
　また2年前、B社では、当時、流行っ
た『イクメン』ネットワークを立ち上げ
たものの、なかなかメンバーが集まらな
い。「家のことは妻がぜんぶやっている
から」、「もう子どもは大きくなっている
し、今さら…」と消極的な男性社員が多
かったのだ。
　担当者から相談を受けた筆者は、「イ
クメンになりたい人はこの指とまれ、で
はなく、男性社員の趣味を生かして、地
域の社会貢献に取り組むという方法に変
えたらどうか」と助言した。B社は、理
系の技術者が多い会社だったこともあ
り、マニアックな趣味を持つ人が多かっ
た。その一人、男性社員Cさんは筋金入
りの無線マニアで、その技術を生かし
て、地域の子どもたち向けの工作教室で
指導してもらったところ、大好評だっ
た。「私の趣味に対する家族の見る目も
変わった」と喜ぶ彼は、今も熱心に地域
貢献に取り組んでいる（注2）。

千里の道も一歩から
　筆者は講演で、「制度よりも風土」と
話す。すると、聴衆からよく「どうした
ら風土を変えられますか」と聞かれる。
　本連載の第一回総論で、「ダイバーシ
ティは連立方程式で考えることが重要」
と述べたように、「ヌクヌク社員」を含
めて、あらゆる社員を排除することな
く、組織の活性化につなげるように工夫
することが大切だ。小さな積み重ねだけ
が、組織風土の醸成という大事業を仕上
げる唯一の道だ。

注1： そば打ちサークルのメンバーの男性
社員の多くは、「家に居場所がない」
ために、職場にずるずると残ってい
るタイプだった。しかし、職場以外
に打ち込むことができたことがきっ
かけとなり、徐々にメリハリのある
働き方へと意識が変わっていった。
　また、そば打ちサークルのリーダ
ーの男性社員は、職場では目立った
成果を上げることがない、典型的な
「ヌクヌク社員」だった。しかし、
職場以外で活躍の場が与えられたこ
とがきっかけとなり、仕事でも頑張
るようになったと本人が誇らしげに
語っていた。
　さらに、若手社員の中には、生活
軽視・仕事重視の「バリバリ社員タ
イプ」がいて、彼らはメンタル予防
のチェックシートで、ストレス度が
きわめて高かった。このままではま
ずいので、趣味サークル活動への参
加を促したところ、仕事も生活も重
んじ、時間当たりの生産性が高い社
員へと変身していった。
　ちなみに、数か月後、そば打ちサ
ークルのメンバーの妻たちから会社
にクレームが入り始めた。「毎週、
夫が得意げにパサパサのそばばかり
を作って、振舞おうとするので、大
いに迷惑している。もう少し別の料
理も夫に教えてやってほしい」とい
う要望だった。至極ごもっともな要
望なので、そば打ちサークルは、
「多国籍料理サークル～食卓のダイ
バーシティ～」へと衣替えした。
　そして、社内に数人いた外国籍を
持つ社員たちにかわるがわる講師を
してもらった。外国籍の社員たちは
自国の文化を語る場が与えられたこ
とをとても喜んだ。また、メンバー
も「妻も、次は何を教わってくるの
と楽しみにしているようです」と笑
顔で話していた。

注2： それまで、Cさんの無線の趣味に対
して、妻や娘たち3人はまったく関
心がないばかりか、「部屋にこもっ
てばかりで、何が楽しいのかしら」
「暗い趣味ね」と家族から軽んじら
れていたという。
　しかし、工作教室で、身の回りグ
ッズを使った電池や音声記録装置を
披露したところ、参加した生徒た
ち、特に男子小学生たちにはまるで
魔法のように映った。
　末のお嬢さんに対して、同級生の
男子たちが「おまえの父ちゃん、す
ごいなぁ。オレら尊敬しちゃうよ」
と賞賛の声が集まったことをきっか
けに家族のCさんを見る目はガラッ
と変わった。
　今では、工作教室のボランティア
として家族をあげて彼を手伝うな
ど、家族の一体感も高まったとい
う。
　Cさんのように、「いきなりイク
メンなんて無理」という男性たちに
は、趣味や職場で培ったスキルを活
かして地域貢献してもらう方がハー
ドルが低い。職業人の他に、地域人
としての顔を持つと、結果的に家庭
人としてのウェイトも高まることに
もつながる。
　ちなみに、B社はCさんのような
社員の地域貢献・社会貢献を推奨し
ており、結果的に企業の知名度・好
感度は右肩上がりとなっている。
　これまで企業単位で地域貢献・社
会貢献活動をするケースが多かった
が、これからは従業員一人ひとりが
地域貢献・社会貢献に取組むことが
結果的に所属企業の評価を高めると
いう動きが強まるのではないか。
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とうもん・みつこ／1942年生まれ。66年、琉球大学卒業。69年オハイオ大学大学院修士課程
（コースワーク）終了。その後、クバサキ・ハイスクールの教諭として勤める。91年より沖縄
県国際交流財団専務理事を務める。94年沖縄県副知事に就任。2000年6月衆議院議員に就任し
2期務める。2006年5月沖縄初の女性市長として沖縄市長に就任、現在、2期6年を迎える。

Toumon Mitsuko

連載／その2　女性首長から

　沖縄市は、世界40カ国余の国々の人々
が暮らす国際色豊かなまちであり、伝統
文化と異文化が融合する「芸能・音楽の
まち」として、エイサーをはじめ、ジャ
ズ、ロック、民謡、琉球舞踊等々、沖縄
の戦後文化を創造・発信してきました。
しかし、一方では、今なお市域面積の約
35％を米軍基地が占め、基地から派生す
る事件・事故は、市民生活に不安と負担
を与え、基地の問題はまちづくりにおい
ても大きな制約要因となっています。
　私は市長就任以来、「人こそ力、人こ
そ財産、人こそ希望」を市政運営の信条
に、市民一人ひとりが輝くまちをめざし
て、まちづくりに取り組んでいます。
　男女共同参画社会は、人間尊重と信頼
の下に、未来への希望を一人ひとりが実
感できる、人間らしい、やさしい社会を
実現することだと考えます。しかし、残
念ながら、まだ、多くの人々が暴力や貧
困などによって人間としての尊厳を傷つ
けられ、厳しい生活を余儀なくされる状
況にあります。
　沖縄においても、度々米兵による女性
の人権を蹂躙するような事件が起こり、
また、DVや児童虐待という痛ましい状
況に、改めて行政の役割と責任を感じず
にはおれません。
　沖縄市では「男女共同参画推進条例」
の制定をはじめ、男女共同参画社会づく
りの活動拠点となる「男女共同参画セン
ター」を整備するとともに、「男女共同
参画計画（ひと・きらめきプラン）」に
基づき、男女が社会の対等な構成員とし
て、社会のあらゆる分野に参画する機会
が確保され、利益を等しく享受し、共に
責任を担う社会の実現に向け取り組んで
いるところです。

　男女共同参画社会を押しすすめる上
で、男女が社会の一員としての誇りを持
ち、自らの人生をポジティブに生きるこ
とが大切であり、そのための環境を整
え、支援することが行政の重要な役割だ
と考えます。
　本市では、母子生活支援施設（レイン
ボーハイツ）を建替え、生活環境が厳し
い状況にある母子の自立支援や、就労支
援センターを設け、専門の相談員による
子育て世代などへの就職支援・スキルア
ップに力を入れているところです。
　市民生活の基盤づくりをすすめなが
ら、「元気のある、やさしい社会」をつ
くるために、私は「こどもが宝」を市政
運営の柱の一つに掲げ、「こどものまち」
を宣言するとともに、国際児童・青少年
演劇フェスティバルおきなわ（キジムナ
ーフェスタ）の開催など、こどもたちの
未来を創る事業を推進しています。
　こどもは社会の鏡であり、こどもたち
が未来に向かってすくすくと育つ環境を
つくることは、福祉、教育のみならず、
産業の振興や雇用、そして生活の安定、
家族の絆や地域コミュニティの形成な
ど、人が幸せに暮らすための社会の実現
にほかならないと考えます。
　私は、こどもにやさしいまちは、すべ
ての人にやさしいまちであることを確信
しています。そのためには、こどもたち
の今が輝き、すべてのこどもたちに等し
く未来の可能性がもたらされる社会を大
人たちが協力して築かなければなりませ
ん。そして、その不断の努力こそが、人
間尊重や貧困問題、あるいは、ジェンダ
ーやポジティブアクションなど、男女が
共に協力しながら解決していくための土
壌になるものと考えます。

こどもにやさしいまちから男女共同参画社会づくりへ
沖縄市長　東門 美津子
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Shizuoka

さくや姫プロジェクト

あざれあナビ

取組事例ファイル／自治体編

「静岡県ならでは」の
男女共同参画の取組
　平成23年度にスタートした第2次静岡
県男女共同参画基本計画は、「誰もが個
性を活かし能力を発揮できる理想郷“ふ
じのくに”づくり」を全体目標に、ま
た、当初3年間は「あらゆる分野で女性
が活躍できる環境の整備」を実践目標に
定め、「政策方針決定の場での女性の参
画拡大」、「男女双方にとってのワーク・
ライフ・バランスの実現」など4つの重
点テーマを設定し、県庁各部局、市町な
どと連携して施策に取り組んでいます。

防災の視点から
　計画策定後に起きた東日本大震災によ
る県民意識の変化（「地域での日ごろの
男女共同参画の推進が必要」との考えに
9割が共感）等を踏まえて、平成23年10
月に「男女共同参画に関する今後の施策
の展開方針」を策定しました。その中に
「男女共同参画の推進による地域防災力
の強化」を盛り込んで、危機管理部と連
携した講座や防災をテーマとした自治会
長セミナー等を開催しています。

さくや姫プロジェクト
　様々な分野のロールモデルとなる女性
（富士山の女神コノハナサクヤヒメにち
なみ「さくや姫」と命名）や男女共同参
画を実践・推進する男性（「さくやな
人々」）、合計223人（ふじさん）をウェ
ブ上で紹介する「さくや姫プロジェク
ト」。一人ひとりの生き方やキャリア形

成過程を詳細に紹介した男女共同参画人
財データベースを平成22・23年度に構築
しました。今後は、審議会の委員や講師
等への活用のほか、県民との交流機会を
設けるなどして、人材ネットワークの充
実を図っていきます。

あざれあナビ
　本県の男女共同参画の推進拠点である
県男女共同参画センター「あざれあ」で
は、県による研修・講座、女性相談や男
性相談等、指定管理者による会議室等の
施設の貸出、情報収集・発信、団体の交
流促進等の事業を行っています。
　県基本計画でうたっている交流・情報
発信機能の強化の一環として、平成23年
度に男女共同参画ポータルサイト「あざ
れあナビ」を開設しました。県内外の官
民あわせた男女共同参画に関わる様々な
情報を一元的に提供し、また団体等の相
互交流や悩み事の解決につなぐことを目
指し、「つなぐ・むすぶ・チカラになる」
を合言葉に、情報交流を進めています。

「静岡県ならでは」の推進
　様々な分野の県域で活動する78団体で
構成する「しずおか男女共同参画推進会
議」、男女共同参画社会づくり宣言をし
た約900の事業所・団体、拠点施設「あ
ざれあ」など、本県の特色ある資源を生
かして、「静岡県ならでは」の男女共同
参画の取組を推進しています。
（くらし・環境部県民生活局男女共同参画課）

静岡県

静岡県は、富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりを基本理念に県政を推進しています。世界遺産登録をめざす
富士山をはじめ、豊かな自然に恵まれ、歴史文化、農林水産業、ものづくり産業が息づき、「産業のデパート」、
「日本の縮図」とも言われています。
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Tokyo

女性管理職によるメンタリング

女性リーダー育成、キリンウィ
メンズカレッジ

KWNフォーラムで社長が女性活
躍推進メッセージを発信

管理職向け多様性推進研修

取組事例ファイル／企業編

キリンホールディン
グスのダイバーシティ
推進～女性の活躍推進を中心に
　弊社では、2007年より多様性推進の第
一歩として、女性社員の活躍推進に取り
組んでいます。取り組む理由の一つ目は
「お客様へ新しい価値提案を行うイノベ
ーティブな組織になる」ためです。お客様
のニーズがますます多様になってくる昨
今、モノを創る側が今までのように同質
な集団では企業競争力を保っていけませ
ん。二番目の理由は「企業の社会的責
任」、そして三番目の理由は「優秀な人材
の確保、活用」。女性が働き甲斐をもっ
て会社貢献できる環境を整えることが、
企業の成長にとって必須の課題です。
　女性の活躍を推進するにあたり、トッ
プダウンとボトムアップという二つの方
針を掲げています。トップダウンとして
は、まずトップ自らが率先して多様性を
推進するメッセージを発すること。そし
て、女性が活き活きと働き続けるための
環境を整え、積極的に採用、登用、配置
することで育成の機会を積極的に作って
います。目標は、2015年に国内グループ
の女性管理職を200名にする、です。し
かし、環境や目標を作っても、女性の意
識が変わらなくては意味がありません。
そこでボトムアップとしてキリンウィメ
ンズネットワーク（以下KWN）という
組織を作り、女性社員の意識醸成、キャ
リア支援を行っています。
　KWNでは3つのテーマで活動を行って
います。①女性が働く環境整備・育成機
会の提供、②組織の意識変革、③女性社
員自身の意識変革とキャリア支援の3点

キリンホールディングス株式会社

です。
　①の女性が働く環境の整備ではKWN
より毎年社長に提言を行っています。そ
こから「配偶者の異動により3年間休職
できる」制度や、女性リーダーの育成機
会として「キリンウィメンズカレッジ」
が生まれました。
　②の組織の意識改革では、管理職に
「多様性推進研修～女性社員のキャリア
支援」を行いました。実際の女性の声を
伝え、育成の方法やライフイベントに対
する支援の仕方などを話し合い、キャリ
ア支援のポイントを汲み取ることができ
たようです。③の女性社員の意識変革で
は、様々な年代の女性社員のキャリア支
援を行っています。育児休職者や営業担
当者のフォーラムなどで、同じ悩みを持
つメンバーや先輩との会話は何よりもモ
チベーションアップにつながっていま
す。また若手女性社員のキャリア支援と
して女性管理職によるメンタリングを行
っています。まずは女性管理職に役員と
のメンタリングを体験してもらった上
で、若手女性社員のメンターになっても
らいます。若手からは「視野が広がっ
た」「両立していけそう」という前向き
な声が聞こえています。
　活動を進めることで社内において「女
性の活躍を推進する」という空気が当た
り前のようになってきたと感じます。ま
た女性管理職も5年間で2倍に増えまし
た。
　一方で、これからは育児介護で時間制
約がある人が増えてきます。その人たち
の「違い」が組織に受容され、それが
「強み」となって、イノベーティブな企
業に変容することがこれからの大きな課
題であると感じています。

キリンホールディングス株式会社　設立年月日：1907年（明治40年）2月23日
※2007年に麒麟麦酒株式会社より商号変更　代 表 者：代表取締役社長　三宅占二
資 本 金：1,022億円　売 上 高：2兆717億円（2011年度）　従業員数：40,348人（2011年12月末時点）
事業内容：国内外での飲料・食品・医薬品の製造販売企業を傘下に持つ持株会社
傘下企業：キリンビール㈱、キリンビバレッジ㈱、協和発酵キリン㈱、メルシャン㈱他
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共同参画情報部 Kyodo-Sankaku Information Board

［ News & Information ］

1 News 内閣府

「欧州評議会　女性に対する暴力及びドメス
ティックバイオレンス防止条約について－
クリス・グリーン氏を招いて－聞く会」開催

3 News 内閣府

男女共同参画の視点による震災対応状況調査
について

2 News 内閣府

災害時における男女共同参画センターの役割
調査報告書の概要について

4 Info 国立女性教育会館（NWEC）

「家庭教育・次世代育成指導者研修」実施報告

　内閣府男女共同参画局では、公益財団法人横浜市男女共
同参画推進協会及び特定非営利活動法人全国女性会館協議
会との連携のもと、「災害時における男女共同参画センター
の役割調査報告書」として取りまとめました。
　東日本大震災の被災地及び全国各地の主な男女共同参画
センターが、発災後どのような被災者支援や災害・復興対
応を行ったかを明らかにし、男女共同参画センター（女性
センター含む、以下同じ）の災害時における役割と課題及
び被災者支援等災害対応の活動の在り方について検証し、
被災地及び全国各地の男女共同参画センターの支援活動や
防災関連事業の推進等について調査しました。
　調査の中では、発災直後からセンターを避難所として利
用することになり、そのような中、相談業務を行い被災者
の心のケアをサポートしたこと、さらには避難生活を送る
女性の特有のニーズに対し、きめ細かな業務（例えば洗濯
代行など）をボランティアが中心となり行ったことなどが
紹介されています。「日ごろからできていないことは非常時
にもできない」、「女性はもっと意思決定の場に参画しなけ
ればならない」と指摘されております。
　詳細については、男女共同参画局HPをご覧ください。
　http://www.gender.go.jp/yrep.html

　内閣府男女共同参画局では、東日本大震災を受け、平成
23年11月から24年3月にかけ、被災地及び被災地を支援した
地方公共団体、民間団体等を対象に、「男女共同参画の視点
による震災対応状況調査」を実施しました。
　具体的には、地方公共団体、関係団体、NPO、企業等を
対象としたアンケート調査を実施し、震災時の対応の状況
や課題等を把握するとともに、独自性のある支援を行った
団体等について、インタビュー調査として、個別ヒアリン
グやグループインタビューを行いました。
　アンケート調査の自由記述の回答や、インタビュー調査
による現地の声を集約したことで、物資の備蓄・提供、避
難所・仮設住宅の運営等について、男女別のニーズに対応
できていないなど、様々な課題があったことが明らかにな
りました。一方で、男女別のニーズに対応し、きめ細かな
支援を行った団体等の取組も多数報告されています。
　内閣府男女共同参画局では、本調査の結果を踏まえ、平
成24年度に、被災者支援、復旧・復興、防災等の各段階で
の必要な対応を調査・検討し、これを基にマニュアルを作
成し、幅広く周知する予定です。
　詳細については、男女共同参画局HPをご覧ください。
　http://www.gender.go.jp/saigai.html

　平成24年5月15日（火）、日
本学術会議において、男女共
同参画推進連携会議企画委員
会主催の標記会合が開催さ
れ、クリス・グリーン氏（英
国ホワイトリボンキャンペー

ン理事）による講演が行われました。
　冒頭、後藤斎内閣府副大臣から、女性に対する暴力根絶
に向けた取組について「日本での取組を一層推進してまい
りたい」と挨拶がありました。
　グリーン氏の講演では、英国ホワイトリボンキャンペー
ンの取組、スウェーデンの売春防止法の整備、オーストリ
アの暴力防止法制定及び警察官等に対するトレーニングと
いった、欧州各国における女性に対する暴力防止に向けた
意欲的な取組の紹介がありました。また、欧州評議会「女
性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止条
約」について解説がなされました。
　会場からの質疑応答では、日本の現状に照らした暴力防
止の取組推進の在り方や、男性が暴力防止の活動に取り組
む意義等について、活発な意見交換が行われました。

　NWECは5月18日（金）～19日（土）に、「家庭教育・次世
代育成指導者研修」を実施し、全国から行政担当者、女性
関連施設等職員、子育て支援に携わる団体のリーダー等の
方々にご参加いただきました。今年度は、「社会全体で支え
る子育ち・子育て」を主題に、男女共同参画の視点から、
社会全体でになう子育て支援の課題の解決に向けた専門
的・実践的研修を行いました。参加者は、ワーク・ライフ・
バランス推進や男性の子育て支援活動への参画、災害時の
子育て支援などの課題を把握し、社会全体で実践していく
上での方向性・方策を共有しました。

NWECフォーラム参加者募集
　男女共同参画社会の形成を目指した研究、教育、学習、
実践活動を行っている個人、団体・グループの交流とネッ
トワークづくり推進のために「男女共同参画のための研究
と実践の交流推進フォーラム（NWECフォーラム）」を開催
します。
　全国から募集した団体や会館提供のワークショップ、シ
ンポジウム、情報交換、交流推進プログラム等を実施します。
　全国で男女共同参画を推進している方々と交流を深めま
せんか。詳細はHPをご覧下さい（http://www.nwec.jp/）
日程：8月24日（金）～26日（日）、会場：NWEC
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男女共同参画センターだより

　大阪府立男女共同参画・
青少年センター（愛称：ド
ーンセンター）は平成6年、
大阪府立女性総合センター
の名称でオープンしまし
た。その後、府行財政改革
による施設管理部門への指
定管理者制度導入、青少
年健全育成機能の付加に伴
う現名称への変更を経て開
館19年目を迎え、年間30数
万人の方々に利用されてい
ます。
　愛称のドーンとは、物事
の始まり、夜明けを意味す

まで、体系的でわかりやす
い」と評価いただいていま
す。
　女性の視点による文化表
現事業も特色ある取組みの
1つです。オリジナルを主
とした演劇公演「女性芸術
劇場」や映像フェスティバ
ルを開催し、女性の文化・
表現活動を支援するととも
に、女性に対する固定的な
社会意識の変革を目指して
います。
　これらの事業を担ってい
るのは、一般財団法人大阪

る英語の
DAWNと、
「ドーンと
いってみよ
う」という
大阪の女性
たちの心意
気を兼ねた
言葉です。

府男女共同
参画推進
財団です。
ドーンセン
ターと同
様、財団の
あり方も行
財政改革に
よって大き

　その名のとおり、事業で
は「情報」「相談」「啓発」
各部門が連携して、先駆的
なプログラム開発に取り組
んできました。当事者や専
門家へのヒアリング調査に
基づく「男女共同参画施策
に関わる職員のための研修
プログラム」がその1つ。
折々の社会動向と行政施策
の方向に応じて内容を刷新
し、人事異動で初めて男女
共同参画担当になった自治
体、女性関連施設職員のみ
なさんから「基礎から応用

く変わってきました。現
在、指定管理業務（施設管
理）は、当財団を代表に
NPOなど4者で構成する事
業共同体で、提案公募方式
となったソフト事業は財団
単独で、それぞれ受託して
います。
　施設管理と事業が分離し
た仕組みながら、財団とし
ては「ハードとソフトの一
体運用による施設機能の向
上」を掲げ、パイロット事
業を軸に多様な事業を展開
しています。

　5月下旬の2日間、全国の
地方自治体、男女共同参画
センター、行政相談委員及
び人権擁護委員の中から、
96名という多くの方々に参
加いただき、内閣府で男女
共同参画に関する「基礎研
修」及び「苦情処理研修」
を開催しました。
　この研修は、参加者の多
くが着任して間もない自治
体等の方々で、これから第
一線で男女共同参画推進業
務を進めるに当たり、国の
基本的な姿勢や最新の状況
等の理解を深め、共通した
認識を持って業務に取り組
んでいただくために毎年開
催しています。
　短い時間でしたが、参加
された多くの方からアンケ
ートで高評価をいただきま
した。来年度もより充実さ
せていきたいと思っており
ます。ありがとうございま
した。（編集デスク　K.K）

ドーンセンター（大阪市中央区）



内閣府
男女共同参画局“Kyodo - Sankaku”

政府刊行物サービスセンター、大型書店等でお求めいただけます。
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